
議案第６８号 交野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の目的

令和元年５月から水道事業管理者が不在であり、現在は水道局長が水道事業管理者の職務を
代理している状況が続いている。地方公営企業法第７条ただし書の規定により水道事業管理者
を置かないことができるため、市長が水道事業の管理者の権限を担うことで、組織力の強化を
図ること、また、市長部局と水道局とがより一層連携し効率的な事業運営を図ることを目的と
して、所要の改正を行うもの。

参考資料 水道局総務課

２．条例改正の内容

３．施行期日

公布の日

（本則関係）
・交野市水道事業の設置等に関する条例
条例第４条に、地方公営企業法第７条ただし書及び地方公営企業法施行令第８条の２の規定
に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする規定及び市長が水道事業の管理者の権限を
行う旨の規定を加える。
（附則関係）
下記の条例について、水道事業管理者を置かないことに伴う廃止及び所要の文言整理を行う。

【一部改正】
・交野市情報公開条例
・交野市個人情報の保護に関する法律施行条例
・交野市情報通信技術を活用した行政の推進に
関する条例
・交野市行政手続条例
・交野市水道事業給水条例

【廃止】
・交野市水道事業管理者の給与等に関する条例
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別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
         令和６年９月定例会 

議案の 
件 名 

議案第６８号 
交野市水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例について 
政策等 
の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 
その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
地方公営企業法第４条の規定に基づき、水道事業の設置及び経営の基本に

関する事項等を定めることを目的とする。 
他市（近隣では生駒市）でも水道事業管理者を置かず、市長が水道事業の管理者の権

限を行うこととするところがある。 
〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
令和元年５月から水道事業管理者が不在であり、現在は水道局長が水道事

業管理者の職務を代理している状況が続いている。地方公営企業法第７条た

だし書の規定により水道事業管理者を置かないことができるため、市長が水

道事業の管理者の権限を担うことで、組織力の強化を図ること、また、市長

部局と水道局とがより一層連携し効率的な事業運営を図ることを目的とし

て、所要の改正を行うもの。 

水道事業管理者を置いた場合の人件費 年額 12,000 千円程度 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
・令和元年５月から水道事業管理者が不在のため、水道局長が水道事業管理

者の職務を代理している。 
まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 ４ みんながつどい交流し、活力が生まれるまち 

分野・方針 ２１ 上水道・下水道 

施  策 １ 安全で安定した上水道事業の推進 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 公布の日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 

水道局 総務課  有 ・ 無 （新旧対照表他） 

 



 

交野市水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年条例第１１号）新旧対照表 

新 旧 

（組織） （組織） 

第４条 法第７条ただし書及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政

令第４０３号）第８条の２の規定に基づき、水道事業に管理者を置

かないものとする。 

第４条                                                      

                                                           

                     

２ 法第１４条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長

（以下「管理者」という。）の権限に属する事務を処理させるため、

水道局を置く。 

 法第１４条の規定に基づき、水道事業の管理者                

（以下「管理者」という。）の権限に属する事務を処理させるため

水道局  を置く。 

 

附則第３項関係 交野市情報公開条例（平成１０年条例第２１号）新旧対照表 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

（１） 実施機関 市長（水道事業の管理者の権限を行う市長を含

む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会                及び議会

をいう。 

（１） 実施機関 市長                                      

      、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、

農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会

をいう。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

 

附則第４項関係 交野市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２４号）新旧対照表 



 

新 旧 

（用語） （用語） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長（水道事業の管理

者の権限を行う市長を含む。）、教育委員会、監査委員、選挙管理

委員会、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をい

う。 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長、水道事業管理者

                            、教育委員会、監査委員、選挙管理

委員会、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をい

う。 

２ （略） ２ （略） 

 

附則第５項関係 交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（令和４年条例第２６号）新旧対照表 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 市の機関等 市長（水道事業の管理者の権限を行う市長を

含む。）、地方自治法第１３８条の４第１項の規定に基づき市に

置かれる執行機関                                         

             、議会若しくはこれらに置かれる機関若しくはこ

れらの機関の職員であって法律若しくは条例等上独立に権限を

行使することを認められたもの又は地方自治法第２４４条の２

第３項に規定する指定管理者をいう。 

（２） 市の機関等 市長                                    

        、地方自治法第１３８条の４第１項の規定に基づき市に

置かれる執行機関、地方公営企業法第７条本文の規定に基づき置

かれる管理者、議会若しくはこれらに置かれる機関若しくはこれ

らの機関の職員であって法律若しくは条例等上独立に権限を行

使することを認められたもの又は地方自治法第２４４条の２第

３項に規定する指定管理者をいう。 

（３）～（１０） （略） （３）～（１０） （略） 



 

附則第６項関係 交野市行政手続条例（平成１３年条例第１３号）新旧対照表 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 市の機関 市長（水道事業の管理者の権限を行う市長を含

む。）、地方自治法第１３８条の４第１項の規定に基づき市に置

かれる執行機関                若しくはこれらに置かれる機

関又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使す

ることを認められた職員をいう。 

（６） 市の機関 市長                                      

      、地方自治法第１３８条の４第１項の規定に基づき市に置

かれる執行機関、水道事業管理者若しくはこれらに置かれる機関

又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使する

ことを認められた職員をいう。 

（７）・（８） （略） （７）・（８） （略） 

 

附則第７項関係 交野市水道事業給水条例（昭和４３年条例第３号）新旧対照表 

新 旧 

（給水区域） （給水区域） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）

が公益上必要と認めたときは、区域外に分水することができる。 

２ 水道事業の管理者                （以下「管理者」という。）

が公益上必要と認めたときは、区域外に分水することができる。 

 


